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　▼…「真珠湾」に続き、今度は「悪

の枢軸（axis of evill）」だと。ブッシュ

大統領の威勢のいいこと。「悪の同盟

（alliance of evil）」と表現しなかった

のは、第二次大戦の連合国軍（the

Allied Powers）に対する日独伊の枢

軸国軍（the Axis Powers）を意識し

てのことにほかならない。

　▼…「中心線」を意味するaxis・枢

軸には「大事な所をつなぎ合わせる」

といったニュアンスがある。88年に

リヨン（仏）、ミラノ（伊）、シュツッ

トガルト（独）、バルセロナ（スペイ

ン）が結んだパートナーシップ協定

は、いわば国の境界を超えた「都市の

枢軸」。中央集権色の強い日本では、

考えられない出来事だった。

Axis of Civil
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　▼…都市国家の同盟は、古代ギリ

シャの時代にも見られた。都市国家

（アクロポリス）といっても人口は数

千から数万人規模で、全土に数百

あったらしい。ここでの同盟は、戦争

に勝つための「悪の枢軸」であったか

ら、やがて自由と平等の気風は失わ

れ、ポリスは次々と崩壊していった。

　▼… 話はさらに飛び、群馬県の川

場村。人口4千人のスキー場と温泉の

村が、東京都世田谷区との合併を検

討している。近隣町村との合併案も

あるが、20年間の交流の絆を生かし

たい、という発想だ。互いにないもの

を補い合う関係が成り立つなら「都

市と田舎の枢軸」に、境界線など無関

係のようにも思える。　　　 （梶）

　●特集・最前線リポート　………　まちづくり条例から住民参加条例 へ  　

　●212ふるさと情報　……………　土木主体のPFI 事業を講評

　●自治体北南　……………………　職員人事にフリーエージェント制導入？！

　●ＤＡＴＡ   ………………………　ライフスタイルが温暖化防止に貢献

　●資　　料   ………………………　石狩市・市民の声を活かす条例（抄）
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　「まちづくり」という言葉は、画一化した都市

計画の反省に立って70年ころから一般化しまし

たが、当初は都市整備のハード面に重点が置か

れました。やがて地域の文化や産業、自然など

を総合的に考える流れへと変化して行きますが、

景観や街並み保全を目的にした地域のルールが

「まちづくり条例」と表現されました。

　90年代に入って「地方分権・地方の自立」が

叫ばれるに連れて、住民参加を基点にした「ま

ちづくり」が一層重視されるようになってきま

した。97年に制定された箕面市民参加条例で

は、「協働」をキーワードに市民参加の基本理念

を明示、「まちづくり条例」は「住民参加条例」

へと内容を変えています。

　最近では、箕面市の動きに触発されるように

宝塚市、生野町など兵庫県内の自治体が条例化

に積極的に取り組んでいるほか、神奈川県横須

賀市、岡山市や長崎県小長井町、北海道猿払村、

旭川市などへと広がりを見せています。

　■「憲法型」に対し行政の義務を明文化

　これらの条例の多くは、箕面市民参加条例を

一つのモデルとして、住民参加によるまちづく

りの理念を明確化した「市町村の憲法」的な色

合いが強い内容となっています。住民参加の理

念の基に、市長に対しては参加の機会提供と行

政情報公開の責務、市民に対しては「自らの役

割と責任を自覚し、積極的参加に務める」との

責務を挙げるとともに、会議の公開や委員の市

民公募などの原則を掲げています。ニセコ町ま

ちづくり基本条例は、参加の原則に基づき計画

策定や財政運営、政策評価などに踏み込み、「憲

法」としての完成度は高まっています。

　これらの条例に対して、石狩市民参加推進条

例は、「石狩市民の声を活かす条例」とも呼ばれ

るように、住民の意向を最大限まちづくりに反

映させるために行政が取るべき責務を、具体的

に定めているのが特徴です。漠然とした理念や

努力目標ではなく、ある意味で行政の手足を縛

る「手続き規定」という点で、「憲法型まちづく

り条例」とは性格が異なっていると言えます。

住民参加進める手続をルール化

　札幌の近郊都市・石狩市の「行政活動への市民参加の推進に関する条例」

が、2002年4月から施行されます。大阪府箕面市の「市民参加条例」や北海

道ニセコ町の「まちづくり基本条例」などと同様に「住民参加」をまちづく

りのキーワードに据えながら、より踏み込んだルールを定めています。

　石狩市・市民の声を活かす条例最前線リポート　

条例制定までの経過

99年 6月　条例公約に新市長誕生

同 11月　市民参加制度研究班設置

同 12月　広報誌で情報提供開始

2000年 5月　試案公表、意識調査

同 7月　意識調査結果公表

　　　　市民参加制度検討委設置

2001年 3月　検討委提言書

同 7月　素案公表

　　　　パブリックコメント実施

同 9月　市議会で条例案可決

同 10月　研究班解散

同 12月　参加制度調査審議会設置
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参加のチャンネルを広く開放
　全体で34条からなる条例は、「市民参加手続」

の内容、方法とこれらの情報の公表に関する

ルールを中心に構成されています。「市民参加手

続」については、「市民の意見を反映した行政活

動を行うため、その企画立案の過程において必

要な事項を予め定めた上で市民の意見を聴くこ

と」と定義しています。

　■施設の設計、三セク出資も対象

　市民参加手続を必要とする行政活動は、別表

に掲げる内容となっています。「手続規定型」を

取る横須賀市の「市民パブリック・コメント手

続条例」と同様に、手数料、税率などに関する

条例・規則や総合計画などの市の計画の制定・改

廃を対象とするほか、公共施設の設計概要の決

定や第三セクターへの出資なども参加手続の対

象に加えたのが大きな特徴です。また、「良好な

環境の保全その他公益上の必要により行う行政

指導」も対象事項に加え、住民と行政の対立に

発展しがちな「迷惑施設」の立地問題などにつ

いても、政策決定の過程で住民の声を反映する

しくみを取っています。

　参加手続の実施方法としては、①審議会など

への付議②パブリックコメント手続③公聴会の

開催④その他の方法～を挙げ、それぞれについ

て開催や意見聴取の方法、議事録の作成、公表

方法などを具体的に定めています。例えば、市

民の意見に対しては、提出された意見の内容、検

討結果だけでなく、検討の経過や理由について

も速やかに公表することとし、その公表方法も

具体的に列挙しています。

　■経過を公表、苦情にも積極的に対処

　住民参加の手続を重視し、市長はじめ市の機

関に対し具体的な責務を課しているこの条例の

象徴とも言えるのが、第 3章の「市民参加手続

の実施以外の方法による行政活動への市民参加

の推進」の規定。第26条では、市民の意見を積

極的に把握すべきことを挙げ、第27条では、条

例で明示した参加手続を経なくとも、住民から

さまざまな形で寄せられた提案・要望・苦情に

ついても、条例の目的に沿って検討し結果など

を公表するよう行政に求めています。

　この部分については、素案段階でパブリック

コメントを求めたところ、「第1条の目的条項で

十分だから、不要では」との意見が住民から寄

せられました。しかし、「市民参加を積極的に進

めることを明確にし、その具体的方法を示す意

味で不可欠」との判断から、この意見を採択し

なかったという経緯もあったそうです。

　石狩市・市民の声を活かす条例

市民参加手続の対象となる
主な行政活動（別表）

①規定の制定・改廃

　使用料、手数料、市税の税率など

　権利制限、義務の付加

　公の施設の利用方法

②人事、財政を除く市の計画

③公の施設の設計概要の決定

④良好な環境保全、公益のための行

政指導の内容決定・改廃

⑤ 50％以上となる法人への出資

⑥市内に適用される規制に関し市の

権限で行う意見表明

⑦その他市民の関心が高いこと、市

民生活に重大な影響がある行政活動
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協働型社会へ、問われる住民意識
　石狩市は、札幌市の北部に隣接するベッドタ

ウンとして人口が急増し（現在約 5万 6千人）、

96年に町から市となりました。古くからの漁村

とあって「新旧」の住民意識の違いや、都市機

能の「札幌依存」などを背景に、新たなまちづ

くりを目指してきました。

　■トップダウン、研究班は職員から公募

　そうした中で、市民参加条例とパートナー

シップ制などを公約に掲げて、99年に初当選し

た現町長のリーダーシップにより、条例制定の

取り組みが行われました。

　99年 11月、係長以下の公募で選任された職

員を中心にプロジェクトチームが組まれました。

トップダウンによるスタートでしたが、既存の

部署に条例づくりを任せるのではなく、意欲の

ある職員の研究組織として試行錯誤を重ねたそ

うです。職員全員に対するアンケート調査など

も行い、市民の意見を聴いた事業は過去 3年間

に31件あり、実際にこの業務に関係した職員ほ

ど住民参加の必要性を実感していることなどが

分かりました。

　2001年3月に素案ができるまでの約1年半の

間に、市民参加をテーマにした広報誌での問題

提起が 4回、検討内容についての出前講座・市

民説明会は計 5回開催。全世帯を対象にした住

民意識調査を行ったほか、素案の公表と併せて

1か月間の期間設定によるパブリックコメント

も実施しました。

　■条例づくりに住民の反応は低調

　パブリックコメントは、条例を先取りする形

で行われましたが、住民から寄せられた意見は

電子メールが 3人、文書と電話が各 1人にとど

まりました。意見の内容は21項目にわたり、検

討結果とその理由も条例に沿って公表されまし

た。このうち、毎年度の参加手続実施状況の一

覧公表など 4項目が条例案に反映されました。

　条例そのものに対する住民の反応は、回収率

2％にとどまった住民アンケートやパブリックコ

メントの結果に表れているように、必ずしも高

いとはいえません。その背景には、「行政のこと

は行政にとりあえず任せておく」といった「お

上まかせ」の住民意識も垣間見ることができま

す。しかし、地方分権と財政難の流れの中で、従

来型の「あれもこれも」は通用せず、「あれかこ

　石狩市・市民の声を活かす条例

れか」の選択を自治体は迫られ

るようになってきています。

　石狩市の条例は、その選択に

当たって住民の声を取り入れる

行政側のルールを定めたもので

あり、今度は、住民の側がこれ

にどう応じ、参加の機会を活用

していくのか。さらには、参加

から協働へとステップアップで

きるのか、住民自身が問われて

いくことになりそうです。

有識・経験者

町内会代表

関連の団体関係者

関連する地域居住者

公募で委嘱した市民

その他

参加範囲限定せず

市民の意見聴取の範囲

（職員意識調査から）
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　■ 2/15　中川町　天塩川きまぐれ日記　「天

塩川 春・発信 inなかがわ」コーナーに「天塩川

きまぐれ日記」が新設されています。天塩川の

解氷日時を予想するイベントにちなんだ情報を

逐次提供してくれるようです。

　■2/15　札幌市　行財政改革の取り組み状況

　「市長記者会見記録」が更新され、行財政改革

推進計画の取り組み状況について説明していま

す。配布資料の「行財政改革推進計画の取組概

要」「行財政改革推進計画の取組状況（概要・進

捗状況・財政効果）」などの PDFファイルも提

供されています。

　■ 2/15　鹿追町　公共料金について考えよ

う！　適正な公共料金改定を目的に実施した、

町職員による検討内容を説明する「公共料金に

ついて考えよう！」がアップされています。

　■ 2/15　倶知安町　「スキーの町」特集　イ

ンターネット広報の 2月号がアップされ、「ス

キーの町」としてのさまざまな話題を 6ページ

にわたって特集しています。またシリーズ「市

町村合併を考えよう」の 6回目では、京極、ニ

セコ町との 3町合併研究会の活動スケジュール

などを解説しています。

　■ 2/15　旭川市　雪情報　積雪・降雪情報

ページがアップされています。休日を除く毎日、

累計降雪量や最深積雪などの情報を提供するよ

（アクセスは http://com212.comからどうぞ）

212ふるさと情報拾い読み
ＨＰ

5 9

うです。

　■ 2/6　留辺蘂町　PFI事業審査結果を公表

　新着情報コーナーに、一般廃棄物最終処分場

整備、運営のPFI事業の業者決定に関するPDF

ファイルがアップされています。公表資料には、

宮脇淳審査委員長の「講評と所感」も含まれて

おり、「今回、留辺蘂町、置戸町および訓子府町

の３町が北海道初、そして全国初の土木主体の

本事業をＰＦＩ事業として実施した意義は大き

い」などとしています。

　■ 2/6　岩見沢市　ごみ減量とリサイクル　

「１人ひとりの分別意識で高まるごみの減量とリ

サイクル」とのタイトルで、１月から実施のご

み袋半透明化の状況や、3月完成予定のリサイ

クルセンターの紹介が掲載されています。

　■ 2/6　ニセコ町長　町内の求人情報コー

ナー　町長の個人ホームページに、「ニセコ町内

での求人情報」コーナーが開設されています。地

域の雇用拡大への一助にと、町内事業主からの

要望によって掲載するそうで、当事者同士の自

己責任でコンタクトをとることが条件です。ま

たニセコ町ホームページにも、ハローワークが

提供している同町内の求人情報が紹介されてい

ます。

　■ 2/6　厚岸町　まちづくりアンケート結果

　「町都市計画マスタープラン」のコーナーに、

町 民 を

対 象 に

実 施 し

た ア ン

ケ ー ト

調 査 の

結 果 が

掲 載 さ

れ て い

ます。
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NEWS 　●2/12　夜久野町

（京都府）　行政サー

ビス向上目指し、全

職員に「顔付き名札」

 　夜久野町は、全職

員による顔写真つき

の名札の着用をス

タートさせた。公務員としての自覚を持って

町民に責任ある対応をする「顔の見える行政

サービス」の一環。パソコンを使った職員の手

作り名札で、役職名とローマ字付きのフル

ネームが表記されている。

　● 2/8　松阪市（三重県）　預貯金は１年期

限に四半期ごとに点検

　松阪市のペイオフ対策検討委員会は、ペイ

オフ実施に伴う公金管理運用についての基本

方針をまとめた。預貯金は 1年以内の期間と

し、4半期ごとに運用の見通しを検討するとと

もに、万一に備えて借入金残高と預金額を常

に均衡にしておくこと、債

券運用に当たっては国債、

地方債、政府保証債に限定

しリスクを抑えることとし

ている。

　●2/7　与板町（新潟県）

　助役、収入役に代え「2人

副町長制｣導入へ

　山崎忠弥・与板町長は、こ

れまでの収入役により幅広

い権限を与え、助役ととも

に町政全般を支えることを

目的に、助役・収入役に代

わる「副町長2人制度」を導

入する方針を明らかにした。近く招集の臨時

議会に、条例改正案などを提案する。

　● 2/5　米原町（滋賀県）　町長選準じて合

併住民投票を実施

　市町村合併に関する住民投票の実施を決め

た米原町は、3月末から4月初めに町長・町議

● ●●

　　　

●

●

●
●

選と同じ日程で実施する案を町議会特別委に

示した。投票資格者の理解を深めるため、町主

催の合併問題説明会を告示後に2回開催する。

開票は投票率 50％以上の場合に限定している

ため、投票所を通常の選挙より13か所増やし

て24か所とし、投票率を高めることとしてい

る。

　● 2/4　八代市（熊本県）　職員採用 2次試

験の結果も公表へ

　職員採用をめぐる汚職事件で市長が逮捕さ

れた八代市の永江明久助役は、情実採用が慣

例化しているとの指摘を否定するとともに、

2000年度から点数を受験者に公表していた 1

次試験に加えて、2次試験の結果についても公

表し、透明度を増す考えを明らかにした。市議

会の議員協議会では、経過説明と併せて陳謝

した。

　● 2/4　駒ケ根市（長野県）　ＩＣカードに

よる行政サービス実験

　駒ケ根市と飯島町が

参加する「伊南コミュ

ニティカード・コン

ソーシアム」は、経済産

業省のＩＴ装備都市研

究事業としてＩＣカー

ドを利用した行政サー

ビスなどの実験を 3月

から始めることになっ

た。高齢者や身障者向

けに発行している福祉

関連の金券の額面を

カードに記録し、指定

店で買い物をしたり、

市の相談事業の予約もできるようにする。さ

らに住民票や印鑑証明書の発行などのサービ

スにも広げていく。

（詳細情報はNEXT編集室へ）

　太田市は、同一の業務経歴が5年以上

となる主任職を対象に、申し出に基づ

いて希望異動先の優先権を与える「フ

リーエージェント（ＦＡ）制度」を導入

する方針を明らかにした。人事の活性

化と職員のやる気を重視するのが狙い

で、年度末の定期人事から実施する。本

人が希望する課と理由などを書面で人

事課に提出、庁内調整で可能な限り希

望を優先する。 (2/4　群馬県太田市)

職員人事にフリー
エージェント制？！
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DATADATADATADATADATA 自治体による緑化・自然エネルギー普及に期待

る取り組みとしては、「森林保護や緑化対策の

推進」を挙げた回答が57.6％と最も多かった。

これに「太陽光・風力発電・太陽熱利用など新

分からない

その他

環境広報の強化

環境教育・地域連携

地域交通の効率化

環境団体への支援

環境対策の率先導入

省エネ施設の普及

自転車の利用促進

リサイクル・リユース

エコ・カーの普及

自然エネルギー普及

森林保護・緑化対策

【市町村などが取り組むべきこと】 　地球温暖化の防止には、一人ひとりの省エ

ネ努力によってかなりの効果があるとされて

いるが、2001年7月実施の意識調査によると、

このことを知っている国民は81.5％に達した。

98年調査では78.3％だったから、京都議定書
の採択などを機に、関心の高まりが見

える。

　温暖化防止のために「個人の生活ス

タイルをどう変えるべきか」との問い

には、「ゴミの減量化やリサイクル」

（70.4％）が最も多く、「冷暖房を控えめ

にする」（54.0％）「蛍光灯や電気機器を

こまめに消すなどエネルギーの無駄を

省く」（53.3％）「公共交通機関や自転車

を利用し車の使用を控える」（40.1％）

が続いた。

　一方、市町村など地方公共団体によ

エネルギーの普及促進」（41.8％）「燃費効率の

よい自動車やクリーンエネルギー自動車の普

及促進」（41.0％）「循環型社会の確立を目指

し、リサイクル・リユースの

普及促進」（33.9％）などが続

いた。（内閣府・地球温暖化防

止とライフスタイルに関する

国民意識調査から）

バックミンスター・フラーの「ダイマクション・マップ」

「宇宙船地球号」より

40％20％
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第１章　総則

第１条（目的）

　この条例は、地域の独自性に根ざした自主的か

つ総合的なまちづくりを進めることが今後の本市

にとって極めて重要であるという認識に基づき、

行政活動への市民参加を推進するために必要な事

項を定めることにより、自治の主体である市民が

持つ知識、経験、感性等をまちづくりに活かし、

もって市民と市がより良いまちの姿をともに考え、

その実現に向けて協働するような地域社会の形成

に寄与することを目的とする。

第２条（定義）

　この条例において「市の機関」とは、市長、教育

委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

　２　この条例において「行政活動」とは、市民の

福祉の増進を図ることを基本として市の機関が行

うあらゆる活動をいう。

　３　この条例において「市民参加手続」とは、市

民の意見を反映した行政活動を行うため、その企

画立案の過程において、期日その他必要な事項を

あらかじめ定めた上で、市の機関が市民の意見を

聴くことをいう。

　４　この条例において「パブリックコメント手

続」とは、市の機関が作成した行政活動の原案につ

いて、書面等による意見を広く募集する方法で行

う市民参加手続をいう。

第３条（基本原則）

　市の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮し

ながら、行政活動への市民参加を図るための取組

みを積極的に進めるものとする。

　２　行政活動への市民参加は、行政活動を行う

に当たり市の機関が負うべき義務と責任を軽減す

ることにつながると解してはならない。

　

第４条（制度の改善）

　市は、この条例に定める行政活動への市民参加

を推進するための制度が市民の考え方を適切に反

映したものとなるよう、必要に応じ、随時その見直

しを行うものとする。

第２章　市民参加手続の実施

による行政活動への市民参加の推進

第１節　通則

第５条（市民参加手続の実施）

　市の機関は、別表に定める行政活動を行おうと

するときは、あらかじめ市民参加手続を行わなけ

ればならない。

　２　緊急その他やむを得ない理由があるときは、

前項の規定にかかわらず、市民参加手続を行うこ

とを要しない。この場合において、市の機関は、そ

の理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表する

ものとする。

　(1) 市民参加手続を行うことができなかった行政

活動の内容

　(2) 市民参加手続を行うことができなかった理由

　(3) 市民参加手続を行うことができなかった行政

活動に関して市の機関が下した決定の内容及びそ

の理由

第６条（市民参加手続の内容及び時期）

　市民参加手続は、その対象となる行政活動の性

質、影響等及びその行政活動に対する市民の関心

に応じ、適切な内容で行われなければならない。

　２　市民参加手続は、その結果を市の機関の決

定に活かすことができるように、適切な時期に行

われなければならない。

　３　市の機関は、規則等により、前２項に掲げる

原則に基づき市民参加手続の内容及び時期を定め

る上で考慮すべき事項について具体的に示す細目

を定めるものとする。

石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例（抄）

8 9

　参考資料
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　４　前項の規則等は、第２８条の規定に基づき

石狩市市民参加制度調査審議会の意見を聴き、か

つ、パブリックコメント手続を行った上で定める

ものとする。

第７条（提出された意見等の取扱い）

　市の機関は、市民参加手続を経て提出された意

見、情報等（以下「提出された意見等」という。）を

総合的かつ多面的に検討しなければならない。

　２　市の機関は、提出された意見等の検討を終

えたときは、速やかに、次の事項を公表するものと

する。ただし、その公表により石狩市情報公開条例

（平成１０年条例第２６号）第８条第２項に定める

不開示情報（以下「不開示情報」という。）が明ら

かになるときは、この限りでない。

　(1) 提出された意見等の内容

　(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果

及びその理由

第８条（公表の方法等）

　この章の規定に基づいて市民参加手続に関する

事項を公表するときは、次のすべての方法による

ものとする。この場合において、第３号に規定する

方法での公表については、やむを得ない理由があ

るときは、事後に行うことができる。

　(1) 市役所本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布

による必要事項の全部の公表

　(2) 市内に設置する掲示板への掲示による必要事

項の全部又は概要の公表

　(3) 市広報紙への掲載による必要事項の全部又は

概要の公表

　(4) インターネットを利用しての必要事項の全部

又は概要の公表

　２　前項の規定にかかわらず、その市民参加手

続に関する事項を周知すべき者に対し、効果的か

つ確実に必要事項を周知することができる方法が

別にあると認められるときは、当該別の方法によ

り周知すれば足りる。

　３　市の機関は、市民参加手続に関する事項を

公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供

その他の適切な方法により、公表した事項を市民

に周知するよう努めるものとする。

第９条（市民参加手続の予定及び実施状況の公表）

　市長は、毎年度、その年度における市民参加手続

の実施予定及び前年度における市民参加手続の実

施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第 10条（制度の調整）

　この章に定めるところにより市民参加手続を

行った場合に法令又は他の条例の規定に反するこ

ととなるときは、その反することとなる限りにお

いて、この章の規定は、適用しない。

第２節　審議会等（略）

第３節　パブリックコメント手続等（略）

第４節　公聴会（略）

第５節　その他の市民参加手続（略）

第３章　市民参加手続の実施以外の方法

による行政活動への市民参加の推進

第 26条（市民意見の積極的な把握）

　市の機関は、市民を対象とした継続的な意識調

査を実施すること、市民と市職員との対話の機会

を設けることその他適切な方法により、行政活動

に関する市民の意見を積極的に把握するよう努め

るものとする。

第 27条（市民が自発的に提出した意見の取扱い）

　市の機関は、市民参加手続を経ずに提出された

市民からの提案、要望、苦情等についても、その趣

旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認めら

れるものについては、第７条の例により検討し、そ

の結果等を公表するよう努めるものとする。

第４章　市民参加制度調査審議会（略）

附　則（略）
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